
地区別在籍会員数（2024年8月末現在）

令和6年9月・10月入会説明会（9時30分～）

3,938

10月  8日
10月  9日
10月22日
10月23日

火
水
火
水

センターワークプラザ
志津市民プラザ
ミレニアムセンター佐倉
志津市民プラザ

9月10日
9月13日
9月17日
9月19日

火
金
火
木

センターワークプラザ
志津市民プラザ
ミレニアムセンター佐倉
志津市民プラザ

2024年9月度      主な会議体

佐倉・和田地区
志津北地区
志津南地区

臼井・千代田地区
根郷・弥富地区

合計

166
132
127
163
117
705

90
57
60
48
65
320

256
189
187
211
182
1,025

35.2％
30.2％
32.1％
22.7％
35.7％
31.2％

  月／日　  曜日　   　　　　開 催 場 所
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日曜日と国民の祝日が休業日です。
受付時間　8：00～12：00、13：00～17：00

9月  3日（月） 会員拡大委員会       　　　　　　10：00～
　　　　　   女性委員会                                  　　　13：30～
9月  4日（水） 志津北地区班長会議(志津市民プラザ)10：00～
9月  5日（木） 広報誌編集グループ会議　　       　 13：30～
9月  9日（月） 植木職養成講座 　　       　　　　　　　9：00～
9月 10日（火） 入会説明会(センターワークプラザ)　 9：30～
9月 13日（金）  入会説明会(志津市民プラザ)            9：30～ 
9月 17日（火） 入会説明会(ミレニアムセンター佐倉)   9：30～
 9月 18日（水） ヘルパー研修会                               13：30～
9月 19日（木） 植木職養成講座                                               9：00～
9月 20日（金） 根郷・弥富地区班長会議                        10：00～
　　　　　  佐倉・和田地区班長会議　　          13：30～
　　　　　  臼井・千代田地区班長会議(臼井公民館)17：00～
9月 24日（火） 事務局連絡会 　　　　  　　　　　　  13：30～
9月 25日（水） 志津南地区班長会議(西部福祉センター)10：00～
9月 27日（金） 就業相談会  　　　　　　　　　　　　  9：30～
　　　　　  広報誌編集グループ会議　  　  　　13：30～　　　　
　　　　　  新入会員研修会　  　　　　　　  　　13：30～
9月 30日（月） 植木職養成講座修了式　　　　　　     9：30～

残材処理業者9月～10月  休業日のお知らせ

佐倉環境センター（佐倉エコ・プラント）  ☎ 043-498-1921

PLANTSPLUS (プランツプラス)  ☎ 043-308-4105
日曜日と国民の祝日が休業日です。　
受付時間　8：00～16：30
（お昼時間は各自で荷下ろしをお願いします。）

日曜日と国民の祝日と第2土曜日（9月14日：10月12日）が休業日
です。　
受付時間　8：00～12：00、  13：00～17：00

　　　　　　     　　　　　　　　　　        佐倉市大作2-2-１

　　　　  　　　　　　　　　              千葉市若葉区小間子町1-48
　　　　

白鳥林業  　　　　　　　　　  ☎ 090-3219-6809
日曜日が休業日です。
受付時間　8：30～12：00、  13：00～17：00

　　　　  　　　　　　　　　              印西市武西緑作1086
　　　　

北総フォレスト  ☎ 0476-80-5211　　　　　　　　　　　　　　　   　       印西市岩戸3565-1

『このくらいと　思う過信が　事故まねく』

2024年8月／ 傷害2  賠償2

傷害2

賠償2

・ 剪定中に、三脚から落下して腰を強打した。
・剪定中に、蜂に刺された。

・剪定中に、街灯の電線を切断した。
・公園の除草中に、刈払い機で飛石し近隣に駐車
  していた車輛の窓ガラスを破損した。

男 性　 女 性　 合 計　    女性比（％）
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2024年   9月度→ 支払日：10月15日(火)
2024年10月度→ 支払日：11月15日(金)
2024年11月度→ 支払日：12月16日(月)　　

配分金支払日案内
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1. 会員は、「安全はすべてに優先する」を基本とし
　て従業途上、就業中の安全に努めること。
2. 会員は、センターの構成員として率先して、仕事
　の開拓・確保に努めること。
3. 会員は、センターから提供された仕事について、
　内容をよく確認し理解したうえで、引き受ける 
　とともに引き受けた仕事は、責任を持って誠実
　に履行すること。
4. 会員は、直接発注者と仕事の契約をしないこと。
　また、発注者から契約外の仕事を依頼された場
　合は、速やかに事務局へ連絡すること。
5. 会員は、常に自己の健康管理に心がけ、無理な健
　康状態で就業しないこと。
6. 会員は、仕事上知り得たことは他にもらさない
　こと。
7. シルバー人材センター事業の主旨・目的を自覚
　し、 働くことを通じて地域社会に貢献すること。
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料金改定
フリーランス
新法が施行
されます
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事務局長    尾形  和行
080-8873-8727

令和６年度　第３回理事会報告

【１】決議事項
　　①料金 (配分金等 )改定並びに関連諸規程改訂に
　　　ついて　　　　　　　　　　　　
　　②理事活動委員会等設置規程一部改訂について
　　　理事活動委員会変更　　　　　　　　　　　
　　③福祉有償運送サービス事業運営規程一部改訂
　　　について
　　④補正予算 (市移動サービスモデル事業助成金
　　　800千円増加 )編成について　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　以上　議決されました。
【２】承認事項
　　①新入会員の承認について
　　　　　　　　　　　　　以上　承認されました。
【３】報告事項
　　①令和６年６月・７月収支報告
　　　・６月度受注金額　単月予算比　91.3％　前
　　　　年同月比　102.4％
　　　・７月度受注金額　単月予算比　90.7％　前
　　　　年同月比　100.7％
　　　・７月度累計受注金額　累計予算比　89.8％ 
　　　　前年同月累計比　99.5％
　　②理事活動委員会（委員会構成）に関する報告資
　　　料に基づいて説明。
　　　委員会委員の募集で参加者未達により事務局
　　　にて調整しました。
　　③代表理事（会長・副会長）常務理事の職務執行
　　　状況について
　　　・会長、副会長及び常務理事より職務執行に
　　　　ついて報告があった。
　　　　内容については省略します。
【４】理事活動委員会及び互助会（報告並びに今後の
　　 予定）
　　　・就業開拓委員会 :9月10日商工会議所会員へ
　　　　のシルバーのチラシ依頼
【５】理事が分担する会議等について
　　　・なし
【６】その他
　　①山崎理事より
　　　臼井 ・千代田地区の班長を対象に施行中の
　　　Ｗeb閲覧による定期便配布のトライアルにつ  
　　　いて、現状の報告がありました。　　　 以上

先日、先輩植木職と猛暑の中剪定作業をしました。

　34度の高温と蒸し暑さの中、こまめに水分補給をしながら作業
は無事終了しました。帰りにお客様から「仕上がりが素晴らしいと
喜ばれ」疲れが一気に吹き飛びました。
　さらに「美しく植木をありがとうございます。我が家の前を通る
方から“綺麗ね” と声をかけて下さいます。この夏も厳しい暑さで
すのでお身体をご自愛ください」と感謝の添え書きを頂きました。
　その後に事務局に電話した時「暑い中、大変お疲れ様」と言われ、
暑さ解消は「ちょっとした言葉や気持ちが一助になります」とのお
声を届けて頂きました。

常務理事(兼)事務局長　尾形　和行

令和6年8月20日（火）第3回理事会がワークプ
ラザで開催されました。
主な議題・項目について報告致します。

◆　令和6年度パソコン班総会
　　開催日：7月24日　出席者：（会員）14名、
　　事務局（4名）
　　議題：①令和5年度実績報告、②パソコン
　　班組織運営要領の一部改定、③料金改定、
　　④令和6年度活動計画
◆　植木職令和6年度単価検討委員会及び上
　　期班長・副班長会議
　　開催日：7月26日　出席者：（会員）9名、
　　（事務局）5名
　　議題（単価検討委員会）：① ランク見直し、
　　② 配分金等改定、③その他各地区班から
　　の要望等
　　議題（正副班長会議）：① センター業務報
　　告、②上期受注推移及び事故報告等
◆　令和6年度草刈職・草取り職臨時合同正
　　副班長会議
　　開催日：8月16日　出席者：（会員）9名、
　　（事務局）5名
　　議題：①令和6年度実績報告、②配分金等
　　改定、③事故報告等
“会議詳細についてご質問のある方は下田ま         
　でご連絡ください”

　当センターの就業には企業や公共での勤務の
他、職群で仕事をするという方法があります。
今回は職群活動について職群班ごとに開かれた
会議という視点からその内容をご紹介します。
　今回令和６年度上期という区切りで、パソコ
ン班、植木班、草刈班、草取り班の会議が開か
れました。職群班の会議はセンター規程「職群班
設置規程」や「職群運営要領」に沿って開催され
ます。会議には会議を通して“会員の意見を聴取
する。センターの方針や事務局の現況を会員に
伝える” といった意思の疎通を図るとともに、
各職群の課題を解決するという目的があります。
　今回各職群とも共通のテーマになったのは料
金（配分金等）の改定です。料金改定は事務局案
をたたき台として意見交換をしました。その他、
班によっては正副班長の選定方法や配分基準表
のランク見直し、就業実績についての協議が行
われました。
　事務局からはことに最近の事故の多さから、事
故撲滅のための強い注意喚起をお願いしました。
　また、各職群から共通の要望としてあがった
のは班の拡大（班員増加）です。
　会員の皆さまへのお願いです！「現在セン
ターには多くの職群があります。職群の活動を
もう一度見直して頂き、興味のある方は是非事
務局までご連絡ください！！」

職群班活動に関するお知らせ
7月、8月と職群班の会議（正副班長会議や総会）が開かれました。

副会長　下田　貢

暑さ対策は、

こまめな水分補給と

お客様からの感謝で

解消しました。

代筆 ：常務理事　尾形　和行

会議

シルバー事務局に、
会員No・お名前を連絡して下さい 

登録の為の「ログンID・仮パスワード」通知書を郵送しますので、
ご自身でご登録をお願いします。  

(設定したパスワードは大切 に保管して下さい)
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員
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396令和6年8月末現在の登録者数   　　　人

会員からのメッセージ

8月度退会者一覧

9月度入会者　
8月度入会受付⇒（9月会員登録）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
計

No      　　　　　   所属地域            　                 　 入会者数

佐倉・和田地区2班
佐倉・和田地区3班
佐倉・和田地区7班
佐倉・和田地区11班
佐倉・和田地区15班
志津北地区5班
志津北地区6班
志津南地区10班
志津南地区19班
臼井・千代田地区8班
根郷・弥富地区5班
根郷・弥富地区6班
根郷・弥富地区7班

2名
1名
1名
1名
1名
1名
1名
1名
1名
1名
1名
1名
1名

    14名　　

1名
1名
1名
1名
1名

1
2
3
4
5

佐倉・和田地区6班
佐倉・和田地区10班
志津南地区18班
臼井・千代田地区2班
根郷・弥富地区7班

No      　　　　　   所属地域            　                 　 入会者数


